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１ 本書の位置付け 

本書は、富田林市（以下「市」という。）が第一期ＰＦＩ事業整備等浄化槽保守点

検等包括業務（以下「本業務」という。）を実施する事業者を選定するにあたって、

入札内容を審査し、落札者を決定する際の手順並びに審査要件等を示したもので、入

札説明書と一体のものである。 

 
２ 審査の方法 

２.１ 入札方式 

本業務では、生活の基盤となる浄化槽の保守点検を長期にわたり適正かつ安定して

実施することが、住民サービスの重要な要件として求められる。従って、入札審査に

あたっては、住民サービスや技術提案を主体とした定性評価に重点を置き、さらに価

格提案による定量評価をあわせた総合評価によって審査する総合評価一般競争入札

方式とする。 
２.２ 選定委員会 

入札内容の審査は、学識経験者等からなる第一期ＰＦＩ事業整備等浄化槽保守点検

等包括業務受諾者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において最も優秀な提

案を選定する。市は、選定委員会による審査結果に基づいて、最優秀提案を行った者

を落札者と決定する。 
なお、選定委員会の審査は非公開とするが、選定結果の公表後に審査講評並びに委

員名を公開する。 
 

３ 審査の手順 

審査の手順は以下のとおりとする。なお、提案内容を確認するため、必要な場合は、

別途ヒアリングを行うことがある。 
(1) 資格審査 

入札説明書に示す参加資格確認書類等により、入札者の参加資格要件を審査する。 
(2) 入札価格審査 

入札者が提案する入札価格により、各人槽について、それぞれの１年間の保守点検

価格（税抜）及び業務期間全体の総保守点検価格（税抜）を審査する。 

(3) 事業提案審査 

入札者が提出する提案書に記載された内容を審査する。なお、要求範囲外の提案が

記載されていた場合、その部分は審査対象外とする。 

事業提案審査は、価格部分に関する定量的審査結果と、計画や企画部分に関する定

性的審査結果による総合評価とする。 
(4) 最優秀提案の選定 

総合得点が最も高い提案を最優秀提案として選定する。 
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(5) 落札者の決定 

市は最優秀提案を行った入札者を落札者と決定し、その結果を速やかに公表する。 
これらの審査手順を図 1「審査の手順」に示す。 
 

 

 

図 1 審査の手順 

 

 

４ 事業提案審査 

４.１ 基礎審査 

事業提案が表 1「事業提案の審査要件」の審査要件を満たしていない場合は失格と

する。 
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表 1 事業提案の審査要件 

分 類 評価項目 審査要件 

第 1章 

市費用の低減

化に関する事

項 

(1)保守点検コストの低減 

・5・6・7・8・10・13・14・15・18・
19・21・35・200 人槽の各 1 基あたり

の１年間の保守点検等価格（税抜き）

・延べ 15,428 回の総保守点検等価格。

（税抜き） 

・各人槽毎の保守点検価格と

総保守点検価格が明示され

ていること 

(2) 本業務で対応できる修繕内容及び

費用の範囲 

・白紙でないこと 

第 2章 

住民サービス

の提供に関す

る事項 

(1) 本業務で対応できるサービス内容

及び費用の範囲 

・白紙でないこと 

(2)その他、住民負担の軽減、住民サー

ビスの向上につながる内容 

・白紙でないこと 

第 3章 

保守点検に関

する事項 

(1) 保守点検計画 

・保守点検要領書（添付） 

・基本スケジュール 

・保守点検回数、時期 

・法定検査、清掃時期設定の考え方 

・保守点検体制 

・24 時間対応等に関する連絡体制 

・保守点検要領書が添付され

ていること 

・保守点検の基本スケジュー

ル、人槽毎の保守点検の時

期と回数、清掃や法定検査

との調整方法、保守点検の

ための具体的な体制並びに

使用者ニーズに対応するた

めの連絡体制が明示されて

いること 

 

(2)設置と保守点検に関して必要な情報

を市と共有する方法(一元的な管理シ

ステムの提供) 

・設備や保守点検等に関する

情報を市と事業者の双方で

共用可能な具体的なシステ

ム仕様等が明記されている

こと 

第 4章 

事業者の財務

基盤、事業信

頼性 

(1)資金計画、収支計画等の財務基盤 

・構成員の出資比率 

・資金計画の確実性、金融機関との調整

内容 

・構成員の出資比率、資金調

達予定先と調達予定額、調

達予定条件が明記されてい

ること 

・収支計画 ・収支計画が明記されている

こと 

・協力会社への支払方法 ・構成員、協力企業への支払

い方法が明記されているこ

と 

・共同企業体内の連絡体制 ・代表企業、その他構成員、

協力会社間の連絡体制が明
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記されていること 

・各企業内の役割、担当者名、

連絡体制が明記されている

こと 

・加入する予定の損害保険とその内容 

 

・第三者損害保険の加入保険

が明記されていること。 

(2) 環境保全活動及び市内における公

共事業の実績（過去 3年間の実績) 

・実績の有無と、実績がある

場合は、それを確認できる

内容が明記されていること 

 

４.２ 定性的審査 

(1) 評価項目と配点 

事業提案の定性的事項について表 ２「定性的事項の審査の視点」の区分毎に審査

の視点に基づき審査し得点化を行なう。 

 
表 2 定性的事項の審査の視点 

分 類 評価項目 区分 配点 審査の視点 

第 1章 

市費用の低

減化に関す

る事項 

(1)保守点検コストの

低減 

  

(2)本業務で対応でき

る修繕内容及び費

用の範囲 
１ １０点 

・ブロワ、エアー配管の修

繕や交換など、具体的で

かつ効果額が明記されて

いるのか。 

第 2章 

住民サービ

スの提供に

関する事項 

(1)本業務で対応でき

るサービス内容及

び費用の範囲 

２ １０点 

・使用者への 24 時間対応、

異常発生時の即時対応、

保守点検結果の通知等本

業務内で対応できる住民

サービスや、浄化槽視察

や学術調査等に対する対

応について明記されてい

るのか。 

(1)その他、住民負担の

軽減、住民サービス

の向上につながる

内容 ３ １０点 

・ブロワ振動・臭気対策等

浄化槽の使用に際して発

生する住民ニーズに関し

て、住民負担の軽減、住

民サービス向上への具体

的かつ明確な内容が記載

されているのか。 
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第 3章  

保守点検に

関する事項 

 

(1) 保守点検計画 

・保守点検要領書 

・基本スケジュール 

・保守点検回数、時期

・法定検査、清掃時期

設定の考え方 

・保守点検体制 

・24 時間対応等に関す

る連絡体制 

４ １０点 

・保守点検要領書が具体的

に記載されているのか。 

・標準とする保守点検の基

本スケジュール、保守点

検の回数、時期、法定検

査、清掃時期の考え方を

示しているか。 

・示された考え方が、国及

び大阪府の保守点検の基

準に合うものとなってい

るのか。 

・保守点検を実施するため

の具体的な実施体制が示

されているか。 

・平時の窓口の設置及び休

日や夜間の連絡体制が明

記されているのか。 

(2)設置と保守点検に

関して必要な情報を

市と共有する方法 

５ ３０点 

・事業者の責任において調

達される浄化槽管理シス

テムにおいて、浄化槽の

設備、保守点検、清掃に

関する情報項目として、

どの項目がデータとして

格納されるのか。 

・浄化槽管理システムの編

集機能、検索機能、出力

機能、作図機能はどの程

度装備されているのか。 

・市と事業者の情報共有に

関する具体的な方法とセ

キュリティ対策を明記し

ているか。 

・システムの導入実績はど

の程度あるのか。 

第 4章 

事業者の財

務基盤、事業

信頼性 

(1)資金計画、収支計画

等の財務基盤 

・構成員の出資比率 

・資金計画の確実性、

金融機関との調整

内容 

６ １０点 

・構成員の出資比率につい

て記載しているか。 

・資金調達予定先と調達予

定額、調達予定条件(金利

等)に妥当性があるのか。

・予定金融機関への返済計

画に妥当性があるのか。 

・収支計画 ・事業収支が具体的に計画

されており、その計画に
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妥当性があるのか。 

・協力会社への支払い

方法 

・資金調達と支払い計画に

妥当性があるのか。 

・グループ内の連絡体

制 

・代表企業、その他構成員、

協力会社間の連絡体制が

具体的で適切であるか。 

・各企業内の役割、担当者

名、連絡体制が具体的で

適切であるか。 

・加入する予定の損害

保険とその内容 

・第三者損害保険を初めと

する加入保険とその内容

が適切であるのか。 

(2) 環境保全活動及び

市内における公共

事業の実績 ７ ２０点 

・環境保全等に積極的に活

動しているのか。 

・確実な事業実施を判断で

きる、より多くの実績を

持っているのか。 

定性的得点 配点合計  １００点  

 
(2) 得点化の方法 

事業提案は、定性的事項の評価項目ごとに、表 ３の「定性的事項における得点化

の方法」に示す A1 から F の 11 段階で評価し得点化を行う。 
評価項目ごとの得点は、各委員それぞれの事前評価を参考に、選定委員会おける委

員の合議により決定する。 

 
表 3 定性的事項における得点化の方法 

評価 評価の意味 定性得点 

A1 
特に優れている 

10 20 30 

A2 9 18 27 

B1 
優れている 

8 16 24 

B2 7 14 21 

C1 
普通（該当なし） 

6 12 18 

C2 5 10 15 

D1 
やや劣っている 

4 8 12 

D2 3 6 9 

E1 
劣っている 

2 4 6 

E2 1 2 3 

F 評価しない 0 0 0 
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４.３ 定量的審査 

事業提案の定量的事項である価格提案については、下記の数式により得点化を行う。

なお、総保守点検価格を入札価格とする。 

 
定量的得点＝（１－入札価格／予定価格）×150 但し最高点は３０点とする。 

※得点は、少数点以下第 2 位を四捨五入し小数点第 1 位まで求める。 
※業務の品質を維持するため最低制限価格の率（入札価格／予定価格）を 0.8 と

する。 

 
４.４ 総合審査 

最優秀提案は、定性的得点と定量的得点の和において、最高得点となった提案とす

る。なお、複数の提案が同得点で最高得点となった場合、総合的な観点から比較審査

し、選定委員会の協議により優秀と判定する提案を最優秀提案として選定する。 

 
４.５ 落札者の決定 

市は、選定委員会が最優秀提案として選定した提案を行った入札参加者を落札者と

決定する。 

 
４.６ 入札者参加者が１者の場合 

本業務は PFI 事業を引き継ぎ、間断なく浄化槽の保守点検を実施するものであるた

め、入札者参加者が１者であっても、資格審査、入札価格審査、事業提案審査を実施

し、提案者が事業者として適切と判定された場合、当該提案を最優秀提案と選定する。 
 なお、資格審査、入札価格審査において失格となった場合及び事業提案審査におい

て事業者として適切ではないと判定された場合は、本件入札は成立しないものとする。 

 


